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平成２５年第３回幸田町議会定例会会議録（第１号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２５年９月２日（月曜日）午前９時０７分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸報告 

日程第４ 報告第３号 財政健全化判断比率等について 

日程第５ 第37号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

     第38号議案 教育委員会委員の任命について 

日程第６ 第39号議案 幸田町公共駐車場条例の一部改正について 

     第40号議案 幸田町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正 

           について 

     第41号議案 幸田町農業集落家庭排水処理施設設置事業分担金徴収条例の一部改 

           正について 

     第42号議案 財産の取得について（高規格救急自動車） 

     第43号議案 財産の取得について（高度救命処置用資機材） 

     第44号議案 平成２５年度幸田町一般会計補正予算（第２号） 

     第45号議案 平成２５年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

     第46号議案 平成２５年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第47号議案 平成２５年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     第48号議案 平成２５年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     第49号議案 平成２５年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算 

           （第１号） 

     第50号議案 平成２５年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     第51号議案 平成２５年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 平成２４年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 平成２４年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 平成２４年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

     認定第４号 平成２４年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

     認定第５号 平成２４年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６号 平成２４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決 

           算認定について 

     認定第７号 平成２４年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて 

     認定第８号 平成２４度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第９号 平成２４年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 中 根 秋 男 君  ２番 杉 浦 あきら君  ３番 志 賀 恒 男 君 

  ４番 鈴 木 雅 史 君  ５番 中 根 久 治 君  ６番 都 築 一 三 君 

  ７番 池 田 久 男 君  ８番 酒 向 弘 康 君  ９番 水 野千代子 君 

  10番 夏 目 一 成 君  11番 笹 野 康 男 君  12番 内 田  等 君 

  13番 丸山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 浅 井 武 光 君 

  16番 大 嶽  弘 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君

企 画 部 長 兼
人事秘書課長

大 竹 広 行 君 総 務 部 長 小 野 浩 史 君

住民こども部長 桐 戸 博 康 君 健康福祉部長 鈴 木  司 君

環境経済部長 山 本 幸 一 君 建 設 部 長 近 藤  学 君

住民こども部次長兼
こ ど も 課 長

児 玉 幸 彦 君
会計管理者兼
出 納 室 長

小 山 信 之 君

教 育 長 内 田  浩 君 教 育 部 長 春日井輝彦 君

消 防 長 山 本 正 義 君
消 防 次 長 兼
予防防災課長

齋 藤 正 敏 君

監 査 委 員 羽根渕保博 君 監 査 委 員 内 田  等 君

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 山 本 忠 志 君    

────────────────────────────── 

○議長（大嶽 弘君） 皆さん、おはようございます。 

   平成２５年第３回幸田町議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

   議員各位には、公私極めて御多用のところ御出席を賜り、厚くお礼申し上げます。 

   ９月に入りまして、朝晩涼しさを感じるきょうこのごろでありますが、日中はまだま

だ厳しい残暑が続くようであります。皆様には御自愛いただきまして議会に臨んでいた

だきますよう、お願い申し上げます。 

   本定例会には、お手元に配付の議案目録のとおり、報告案件１件、人事案件２件、単

行議案５件、平成２５年度補正予算８件並びに平成２４年度決算認定９件、合わせて２

５件の重要な案件が提出されております。 

   議員各位におかれましては、綿密・周到な御審議を賜り、適正にして妥当な議決に達

しますよう念願しまして、開会の挨拶とします。 

   ここでお諮りします。 
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   本日、議場において、三河湾ネットワーク社が取材で議場内をカメラ撮影をすること

について、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、議場内のカメラ撮影を許可することに決定しました。 

   定例会招集に当たりまして、町長の挨拶を行います。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 皆さん、おはようございます。 

   ことしは大変猛暑で、日本各地で最高気温の更新がされ、またこの地方につきまして

も雨の少ない夏となり、農作物の生育が心配され、今後の雨の状況が気になるところで

あります。 

   さて、本日、ここに平成２５年第３回幸田町議会定例会をお願いいたしましたところ、

議員の皆様におかれましては公私とも大変御多用のところ早朝より御出席いただき、大

変ありがとうございます。 

   平素、議員各位におかれましては、町政各般にわたり何かと御指導・御高配を賜って

おり、改めて厚く御礼を申し上げます。 

   さて、今回の定例会に提案させていただきます議案は、幸田町固定資産評価審査委員

会委員の選任など人事案件２件、報告議案１件、単行議案５件、補正予算８件、決算認

定９件、合わせて２５件でございます。 

   特に、決算は平成２４年度予算がどう活用されたか１年間の行政運営の総括でもあり

まして、次年度以降の参考となる極めて重要なものばかりでございます。全議案とも慎

重かつ円滑に御審議の上、可決・承認賜りますよう、まずもってお願いを申し上げます。 

   また、一般質問につきましては、６名の議員の皆様から御通告をいただいております

が、どなたの御質問も今後の町政推進上、時宜を得た重要な質問ばかりでございまして、

真摯に受けとめて誠意を持って対応させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

   ここで、３点お知らせと御依頼を申し上げます。 

   １点目は、９月７日土曜日に幸田町総合防災訓練を実施いたします。全庁一丸となっ

て訓練を実施したいと思いますので、議員の皆様方におかれましても御参加をお願いい

たします。 

   なお、今回の訓練は、昨年度に引き続き本会場だけでなく町内六つの小学校におきま

しても、防災リーダーを中心に地域の皆様方にも御参加をいただき、訓練を実施してま

いります。 

   また、役場の全職員につきましても、徒歩や自転車による招集訓練を実施し、より実

戦に近い効果のある訓練にいたしたいと思いますので、御協力をお願いいたします。 

   ２点目は、渇水についてでございます。 

   本年度につきましては、例年に比べ雨が少なく、矢作ダムにおきましても、例年の６

０％程度であります。貯水率が８月３０日現在は４４％となっており、今後、状況に応
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じて渇水対策や節水の呼びかけ等を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

   ３点目は、不審火についてでありますが、町内で５月から発生いたしました不審火で

すが、町・消防団・地域住民を中心としたボランティアの皆さんの巡回等により一時お

さえられておりましたが、８月１７日土曜日に深溝におきまして倉庫が燃える不審火が

ございました。現在、町といたしましては不審火対策本部も継続設置中であり、今後も

近隣市町とも情報交換を図りながら、また関係機関とも協力しながら、引き続き不審火

の防止に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

   以上、開会に当たっての御挨拶といたします。よろしくお願いをいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） ここで、総務部長から発言の申し出がありましたので、発言を許し

ます。 

   総務部長。 

〔総務部長 小野浩史君 登壇〕 

○総務部長（小野浩史君） 議長のお許しをいただきましたので、発言をさせていただきま

す。 

   第３８号議案 教育委員会委員の任命について、委員に任命させていただきます者の

資料等を整えさせていただきました。議案及び議案関係資料と幸田町監査委員からの平

成２４年度幸田町歳入歳出決算審査意見書を、本日、お手元のほうに配付をさせていた

だきましたので、よろしくお願い申し上げます。 

   以上でございます。 

〔総務部長 小野浩史君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しております

から、平成２５年第３回幸田町議会定例会は成立いたしました。 

   よって、これより開会いたします。 

                             開会 午前 ９時０７分 

○議長（大嶽 弘君） 地方自治法第１２１条の規定により議案説明のため出席を求めた理

事者及び監査委員は、お手元に配付のとおりですから、御了承願います。 

   ただいまから本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時０８分  

○議長（大嶽 弘君） 議事日程は、お手元に配付のとおりですから、御了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を５番 中根久治君、６番 

都築一三君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 
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   お諮りいたします。 

   今期定例会の会期は、本日９月２日から９月２７日までの２６日間といたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日９月２日から９月２７日までの２６日間と決定いたしました。 

   なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の定例会会期日程表のとおり

ですから、御了承願います。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第３、諸報告を行います。 

   例月出納検査４月分、５月分、６月分の３件、定期監査１件及び財政援助団体等監査

１件であります。これは、お手元に配付のとおりですから、御了承願います。 

   次に、今回の定例会までに受理した請願・陳情などは、お手元に配付のとおり、陳情

が２件であります。 

   これは、会議規則第９２条の規定により、陳情第１号は総務委員会に、陳情第２号は

文教福祉委員会にそれぞれ付託します。 

   次に、産業建設委員会、文教福祉委員会及び議会広報特別委員会の閉会中の活動状況

は、お手元に配付のとおりですから、御了承願います。 

   以上をもって、諸報告を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第４ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第４、報告第３号 財政健全化判断比率等について報告を求め

ます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、１ページをお開きいただきたいと思います。 

   報告第３号 財政健全化判断比率等につきまして御報告をいたします。 

   この件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び

第２２条第１項の規定に基づき、平成２４年度の財政健全化判断比率及び資金不足比率

について、３ページの監査委員の意見書を付して報告をいたします。 

   ２ページをお願いいたします。 

   まず、財政健全化の四つの判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率につき

ましては、昨年度同様黒字となりましたので、数値が計上されませんでした。 

   次に、実質公債費比率は過去３年間の平均値でありまして、本年度は９.４％で、前

年度比１％の減となり、早期健全化基準の２５％を下回っており、将来負担比率につき

ましては、昨年度同様に数値が計上されませんでした。 

   また、公営企業の資金不足比率につきましては、農業集落排水事業特別会計、下水道

事業特別会計、水道事業会計の３会計全てにおきまして黒字となり、数値が計上されま
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せんでした。 

   なお、指標が一つでも基準値を上回る場合は、早期健全化計画等の作成が義務づけら

れることになりますが、本町につきましては、全ての項目におきまして基準値を下回っ

ております。 

   また、各比率の明細につきましては、議案関係資料１ページから４ページを御参照い

ただきたいと思います。 

   以上、報告させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時１３分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時３０分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第５ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第５、第３７号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の

選任について、第３８号議案 教育委員会委員の任命について、以上２件を一括議題と

いたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、議案書に戻りまして、議案書の５ページをお開きいた

だきたいと思います。 

   第３７号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてでございます。 

   山下 力委員が、平成２５年１２月３１日に任期満了となることに伴いまして、その

後任の委員を選任する必要があるからでございます。 

   ６ページをお開きいただきたいと思います。 

   中村信清氏、幸田町大字長嶺字南郷中２７番地、昭和２７年６月２８日生まれ、６１

歳を、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

   市町村の住民で、市町村税の納税義務がある者から、また固定資産の評価については、

学識経験を有する者のうちから議会の同意を得て市町村長が選任するというものでござ

います。 

   任期は、平成２６年１月１日から３年間であります。 

   中村氏につきましては、大学を卒業され、昭和４６年に安城市役所に入庁され、市税

課長、人事課長、建設部次長などを歴任後、議会事務局長、企画部長を経て、平成２５

年３月に定年を迎えられています。 

   また、現在は、安城市アグリライフ支援センターで再任用職員として所長を務めてお

られます。 

   公正中立な判断ができる方であるとともに、幅広い知識は、納税者としての固定資産
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評価への信頼を確保する視点において、適任者と考えております。 

   議案関係資料につきましては、５ページから７ページをごらんいただきたいと存じま

す。 

   次に、７ページをお願いいたします。 

   第３８号議案 教育委員会委員の任命についてであります。 

   内田 浩委員が平成２５年１０月４日で任期満了となるため、その後任の委員につい

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意

を求めるものでございます。 

   任期につきましては、平成２５年１０月５日から４年間というものでございます。 

   ８ページをお開きいただきたいと思います。 

   小野伸之氏、幸田町大字久保田字柴崎４７番地、昭和２８年７月２５日生まれの６０

歳であります。小野氏につきましては、大学卒業後、額田町立下山小学校を初めに、赴

任された小・中学校において児童・生徒の指導育成に当たられ、現在は、幸田町立北部

中学校長として学校運営の先頭に立って指導されていらっしゃいます。 

   また、平成１３年度・１４年度の２年間は、幸田町教育委員会学校教育課指導主事と

して本町教育行政全般において教育振興に御尽力いただきました。 

   こうした経験から、またお人柄も高潔にして温厚であり、今後の教育行政推進に誠心

誠意取り組んでいただける方として適任者であると考えております。既に退職願が出さ

れ、９月末日には現職を退かれる予定でございます。 

   なお、議案関係資料につきましては、８ページから１０ページでございます。 

   以上、２件について提案理由の説明をさせていただきました。御審議の上、よろしく

可決・承認・御同意賜りますようお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以

内とし、質疑の回数制限は行いませんので、よろしくお願いいたします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限に鑑み、簡明なる答

弁をお願いします。 

   初めに、第３７号議案の質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 以上で、第３７号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第３８号議案の質疑を許します。 

   １３番、丸山千代子君。 

○13番（丸山千代子君） 今回の教育委員の任命につきましては、まず教育委員として任命

をする。その後に教育委員の中から教育長を選任をしていくということでありますけれ

ども、予定をされる小野伸之氏につきましては、教育長というような後が予定をされる、

こういう中での提案でありますけれども、現在、現職ということで北部中学校の校長先



- 8 -

生でありますが、過去、内田教育長におきましても、８年前に現職で退職をし、そして

教育長という任につかれたわけであります。今回も、そのような事例の中での提案であ

りますが、そのことにつきましてお尋ねしたいというふうに思います。 

   今、非常に学校現場は厳しい状況の中におかれております。そういう中で、少人数学

級等におきましての推進も図られているところでありますが、今回の校長の退職という

ことで、学校現場への混乱、こうした点につきましてどうお考えなのか、お尋ねしたい

と思います。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今回の教育委員の北部中学の校長を選任するに当たりましては、

任半ばという状況の中で新たに選任をするわけでありますけれども、実態として、教育

委員の人事、教職員の人事に関しまして、私の申し上げるところではないわけでありま

すけれども、既に教育委員会と調整をさせていただいて準備をしているという状況でご

ざいますので、御理解いただきたいなというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 愛知県の教育委員会と調整をとっているということでありますけ

れども、しかしながらやはりこうした道半ばでの交代ということについては、今の現場

の状況を考えるといかがかなと思う次第でありますが、十分、その辺も混乱が起きない

ように調整をとっていただきたいというふうに思うわけであります。 

   次に、提案をされた小野伸之氏につきまして、町長としては、教育行政にどのような

任を持って当たっていくのか、その点についてのお考え等を伺った、この件についてお

尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 先ほどの人事に混乱が起こらないようにというような形での対応

は十分にしてまいりたいと思います。 

   それから、小野氏につきましては、既に教育委員会に派遣でお越しいただいて、経験

があります。指導主事としての派遣をされておりまして、教育の学校事務の現場も経験

していただいていますし、学校としての校長としての責任者としても経験しておられま

す。 

   特に、私が小野さんとお話をさせていただいた中で、一番今心配していることは何か

ということで、一番最初は、今、丸山議員がおっしゃったように、任半ばで交代してや

るということがちょっと非常に心配だということもありますけれども、教育委員となっ

た段階においては、今、学校の先生は非常に多忙であると。いかに、今後、もっと先生

方が子どもたちと接する時間を多く持てるような形にしていくことが一番いいんじゃな

いかと。雑用を何とか簡略化してといいますか、子どもたちと一緒に先生は動けるよう

な、そういう形に持っていきたいと。それが一番大きな願いでもありまして、私も小野

さんにお願いに上がったときにいろいろお話しさせていただきました。そういう意味で、

次の教育委員として今は選任されるわけでありますけれども、そういう方が指導いただ

けたら大変いいなというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 
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   ほかにございませんか。 

   １４番、伊藤宗次君。 

○14番（伊藤宗次君） この議案、つまり教育委員会委員の任命については、この議案は早

くから議員に知らしめられた。しかし、誰が教育委員として人選されてくるのか全くわ

からんかったですよね。きょう初めて小野さんが教育委員会委員に任命をしたいという

形で町長が提案をされた。後、この議会の中では、たくさんの議案が町長から提案・提

出されております。なぜ、それと合わせて教育委員の任命についての議案を出されなか

ったのか。幸田町のあしき慣行と、人事案件については即日、つまりきょう提案したら

きょう即決するんだと、こういうあしき慣行がはびこっている。その上に町長がのっか

って、人事案件だからと言って、きょう初めて小野さんという方を議会に公表をして、

さあどうだと、あと３０分せんうちに採決に入っていっちゃう。こういうやり方につい

て、教育委員会委員という任務の大きさというものを考えたときに、そういうあしき慣

行の上にのっかった人事の提案の仕方について町長はどういうふうにお考えなのか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今回の教育委員につきましては、当日、議案差しかえというよう

な形で御提案申し上げたところであります。 

   あしき慣行かどうかはいろいろ考える余地もあるわけでありますけれども、要は現職

の教職員が人事異動が発令されるということになりますと、先ほど丸山議員がおっしゃ

ったように、途中での子どもたちの動揺は隠せないんじゃないかというようなことも踏

まえて、この９月２日に選任同意をいただいて、実態は９月末日におやめいただくこと

になるわけです。それは、県の教育委員会のやり方といいますか、そういう方向がござ

いまして、実態はそういう形になりまして、教育委員会を開いていただいて、新たな教

育長を選任するというような段階的に踏まえていくわけでありますけれども、そういう

ことを踏まえますと、やはり人との人事という問題は非常に難しい。それが１カ月も２

カ月も前から話がされているようであっては、非常に学校においてもやりづらいであろ

うと、そういうことを考えまして、今回、このような形にさせていただいております。 

   本来ですと、例えば退職していらっしゃる方だとか、在野の方であれば、それは早く

できたかもしれません。教職員の人事異動を絡めておりますので、その辺のことは十分

に御理解をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） それは言いわけでしかないですよ。いや、現職だからと。現職を選

ばれたのは誰ですか。現職に白羽の矢を立てたのは誰ですか。あなたでしょう。そのこ

とによるいろんな問題は想定できる。想定できるときに、いや、現職でございます。１

カ月、２カ月も前からと。これでいけば、８月１６日にこの履歴が提出をされた。その

ざっと言って１カ月前ぐらいには、恐らく町長と小野さんとの膝を詰めた話がされただ

ろうと。そんなところまで私は詮索するつもりはございません。 

   ただ、８月１６日にこの履歴書が提出をされたという時点でいけば、双方、つまり町

長と小野さんの合意が成り立って、幸田町の教育委員会の委員として議会の同意を得て、

その任につきますよと。こういう証として、この履歴書が出されたわけでしょう。違い



- 10 -

ますか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） そういうお考えもあろうかと思いますけれども、現内田教育長が

２期８年で退任される後ということでのお考えは十分に承知されているところでありま

す。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そういう考えがあるとかないとかという問題じゃない。経過として、

８月１６日付で小野さんの履歴書が提出をされているということは、小野さんも腹を固

めたと、現職であってもね。現職を選任したから人事異動が出るなんて、当たり前の話

です。当たり前のことをもっともらしく格好つけて言っとるけれども、現役の第一線の

人を選んで違う部署の第一線になろうと思ったら、現役の人も伴って人事異動が出るの

は当たり前。当たり前のことを、さも、早々に発表すると人事異動が混乱が起きると。

混乱の起きることをあなたがやったわけだ。違うか。 

   そういうことを言っておきながら、隠し隠しやって、あしき慣行として当日出して、

さあ即決せよというのは、議会の審議権に対する侵害ですよ。この人の人物がどうかは

わかりません。この履歴を見ただけでどうだという判断はできん。そうしたときに、議

会の同意を得ようと思ったら、私は少なくともこの９月定例会に提出をされる町長提出

議案と同じレベルで同じ時期にこの履歴が出されてしかるべきでしょう。それが人事異

動がどうのこうのというのは、取ってつけた理由。現役である限りは人事異動が伴って

くる。当たり前の話を当たり前に言って格好つけとるだけじゃないのか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） いろんな見方があろうかと思いますけれども、あしき慣例という

ことであるならば、後ほどまたよく検討しなければいけないと思いますけれども、ただ

いろんな面に波及するというのが非常に心配されたわけで、今回、このようにさせてい

ただいたことをひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 現役である限り、いろんなところに波及する、そんなの当たり前の

話ですよ。当たり前のことを当たり前に言って、格好つけただけだということだ。 

   したがって、私が申し上げたいのは、要は幸田町の議案に対する特に人事案件につい

ては、あしき慣行として、議会が始まった、その日に提案をして、即決をするというあ

しき慣行は改めるべきだ。これはきちっと申し上げて、次に入ります。 

   次につきましては、町長及び教育長にそれぞれの見解をいただきたいわけですが、今、

教育委員会の独立性というものがいろんな角度から言われております。この８月２２日

に開かれた中央教育審議会の教育制度分科会で報告がされました。その報告というのは、

全国の市町村の首長、つまり市町村長と教育長にアンケートを出して、そのアンケート

について、それぞれ教育委員会の独立性の問題についてどういう首長の意見、教育長の

意見がなされたかということが新聞に報道をされております。 

   そうした点で、町長、このアンケートについてどういうふうなお考え方を出されたの

か。つまり、合議制の執行機関としての教育委員会制度を維持しつつ制度改善を図るの



- 11 -

がどうか、あるいは現行の教育委員会制度を廃止して、その事務を市町村長が行うこと

についての是非はどうだと。大まかに言って、この二つの内容でありますが、それぞれ

答弁がいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 大変恐縮でございますけれども、私、そのアンケートがあったか

ないか、ちょっと覚えがございません。それを一度確認させていただきたいと思ってお

ります。 

○議長（大嶽 弘君） 教育長。 

○教育長（内田 浩君） 教育委員会制度が、今、非常に大きな課題になっておるというこ

とは十分承知しておりまして、この教育委員会制度の根幹は、教育委員の合議制にある

というのが現在の基本的な部分であります。 

   そのことについて、教育委員会としての見解としましては、この合議制を維持してい

くべきであると、こういう見解を持っておりますが、それがアンケートにそのように答

えたかどうかは確認しないと何とも言えませんけれども、そのような基本的な考えを持

っておりますので、幸田町の教育委員会としてのスタンスはそのように表明をさせてい

ただきます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 町長は、このアンケートがあったかなかったか、記憶にないわ、後

で調べるわなんて、こういうことですが、これは先ほど申し上げたように、中央教育審

議会、文科省の諮問機関でありますが、この諮問機関の中で、この調査は東京大学の大

学院教育研究科准教授が実施をしたと。その内容については、先ほど申し上げたように、

２２日の審議会の中で報告がされたと。 

   なぜ、こうした問題が今議論の対象になっているのか。それは、安倍政権が教育委員

会を行政の、つまり執行機関の行政の教育委員会とは別に独立性を敵視をして、時の政

府の言いなりになるような、そういう教育委員会に変更させていこうと、こういう取り

組みをしている。こういう中で、それぞれの首長が５１％、教育長の５９％が、教育委

員会が首長部局から独立していることが首長にとって制約しているのかどうなのかと言

ったら、いや、制約しとらへんと５１％の首長がそう言ってる。教育長も、５９％がそ

んなこと言っとらへんと。教育委員会の自主性・独立性はきちっと守れというのが、全

国の首長及び教育長の見解だと、こういう内容であります。 

   それに敵視を燃やして、もう今月中、月が変わった今月中に、この諮問会議が開かれ

て、安倍政権がどういう形でやってくるか、これはわかりません。しかし、方向性とし

ては、教育委員会の今のシステムは邪魔な存在だと、こういう形で来ているわけです。 

   なぜ私がそういうこと聞くかと。先ほど丸山議員の中であなたがすっと答えたわけで

すが、小野さんについては、内田教育委員の後任ですよと。これは任期満了です。内田

教育委員は教育長だと。教育長の内田教育委員が任期満了で退任をされる。その後がま

にと言ったら御無礼に当たりますけれども、後任として小野さんが教育委員会委員とし

て任命をされます。その任命後に小野さんは教育長になってくるでしょうと、こういう

問いただしに対して、多分そうだろうなと、こういう答弁をされました。そのことの是
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非については、また後ほど機会があれば申し上げますけれども、そういう一つの流れの

中で、小野さんがこの教育委員会の性格、任務、そうしたものについてどういう見解、

どういう認識を持っておられるのか、町長、お聞きしたかい。聞いとらへんわな。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 小野さんにつきましては、私のところへ来ていただいて、いろん

な御意見を聞かせていただきました。いじめ・不登校の問題、それから先ほど申し上げ

たように、先生の夜遅くまで雑用を踏まえてやっていらして、子どもと接する時間が本

当に短くなってきている。そういうものを解消していくようなことをやっていきたいと

いうことと、この小野さんにつきましては、町の派遣で指導主事をやっておられたんで、

定例の教育委員会がどういうことをやっているかについては承知をしておられる方であ

ります。 

   ですから、そういう面では、教育委員会が今後どういう形にしていくかについては、

前任の教育長から経過を話していただきながら、さらに新しい方向、いろいろな面につ

いては御検討いただける方だというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 私はなぜこれほどまで言うかと言ったら、教育委員会の独立性・自

主性が、今、安倍政権のもとで大きく進捗をし、行く行くは教育委員会制度そのものを

なくしていこうという方向性になってきている。そうしたときに、中央教育審議会の関

係で制度関係についてのアンケート、こういうものをとったよということを先ほど申し

上げたという形であります。 

   そうした中で、現在の教育委員会制度を廃止して、その事務を市町村が行うというこ

とについて首長や教育長はどう考えておるのか、こういう設問されております。 

   首長は５８％、教育長は８５％が、そんなことあかんと。教育委員会の自主性を損な

うような、市町村がその事務を行うというようなことはあかんということと、もう一つ

は、現在、合議制の執行機関としての教育委員会を存続しつつ制度改善を図ると、こう

いう問いかけに対して、首長の５７％、教育長の６７％が賛成という形であります。少

なくとも、現在の制度を維持しながら、制度は万能ではございません。制度をどういう

形で改善していくかというのは、常に検証していく内容である。しかし、ここでとられ

ているのは、大もとは合議制の教育委員会を町長部局とは独立した形の中で維持をすべ

きだと、こういう方向性だということであります。 

   したがって、私は町長に求めたいのは、これからこういう内容がもっともっと政治の

中心舞台に躍り出てくるであろうと。そうしたときに、首長たる者が、今の教育委員会、

あるいは教育行政はどうあるべきかという指針を持っていかないと流れていく、流され

るというふうに思います。その点で町長の見解をお聞かせいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 教育委員会と町長部局との関係でありますけれども、独立性とい

うのは、これはやっぱり継続すべきことであろうというふうに思っております。 

   ただ、今、いろんな新聞を読んでおりますと、実は、教育委員会教育長には予算権限

が、執行権限がないわけであります。それは、教育委員会や、私ら町長部局に対して、



- 13 -

こういうものをつくってほしいというような要望事項を踏まえて町長部局でつくるとい

うのが、それが今の現行でありますけれども、将来は、そういう教育長が全て責任を持

ってやるような方向になるようなことも新聞にはいろいろ書いてある。それも私は非常

に危惧すると申しますか、それが本当にいいことかどうか。 

   そうしますと、全て町長部局から教育委員会部局が離れて、全部独立してやるという

ような方向も新聞には書いてあります。しかし、私は甘んじてそれを全てうのみにして

いるわけではないわけでありまして、それをよく今後どういう動きがあるのか、よく見

ながら幸田町の教育行政についても対応してまいりたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 以上で、第３８号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略についてお諮りいたします。 

   ただいま議題となっております議案を会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決

定いたしました。 

   これより、ただいま議題となっております２件について討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 

   これより、採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   初めに、第３７号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について原案ど

おり同意するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大嶽 弘君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第３７号議案は、原案どおり同意されました。 
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   次に、第３８号議案 教育委員会委員の任命について原案どおり同意するに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大嶽 弘君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第３８号議案は、原案どおり同意されました。 

   ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時０１分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時０３分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間の休憩とします。 

                             休憩 午前１０時０３分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時１２分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 

──────────────○─────────────── 

日程第６ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第６、第３９号議案から認定議案第９号までの２２件を一括議

題といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、単行議案の第３９号議案から第４３号議案までの５件

につきまして、先に提案理由の説明をさせていただきます。 

   議案書の９ページをお願いいたします。 

   第３９号議案 幸田町公共駐車場条例の一部改正についてでございます。 

   提案理由につきましては、幸田駅南駐車場の廃止等に伴い、必要があるからでありま

す。 

   まず、改正の概要でありますが、幸田駅南駐車場に関する規定を削るとともに、回数

駐車券の廃止、使用料の還付の条件の変更及び駐車場における禁止行為の特例を定め、

幸田駅西第２駐車場の使用料を定期利用のみとするものでございます。 

   １０ページをごらんいただきたいと思います。 

   別表の第１から「幸田駅南駐車場の項」を削った上で、別表第１を第２条に加え、別

表第２を第３条第２項に改めるとともに、同条第１項の条文を整理し、ただし書きの

「特別な理由」については、第３項として新設し、第４条第２項の「回数駐車券」を削

るものであります。 

   また、第７条第１項の条文を整理し、ただし書きの「返還の事由」については、第１

号及び第２号に号立てし、第９条（駐車の拒否）、第１０条（行為の禁止）、第１４条
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（割増使用料）のそれぞれについて特例事項を加えました。 

   別表第３においては、幸田駅西第２駐車場を定期利用のみとするため、「時間利用の

項」を削り、さらに「幸田駅南駐車場の項」を削った上で別表に改めるもので、その他、

条文全体において字句等の整理を行うものであります。 

   施行期日につきましては、平成２６年１月１日からでございます。 

   議案関係資料は、１１ページから１５ページでありますので、御参照いただきたいと

思います。 

   続きまして、議案書１３ページをお願いいたします。 

   第４０号議案 幸田町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正に

ついてであります。 

   提案理由につきましては、延滞金及び還付加算金の見直しに伴い、必要があるからで

あります。 

   改正の主な概要につきましては、負担軽減の観点から延滞金及び還付加算金を町税の

取り扱いと同様とするものであります。 

   １４ページをごらんいただきますようにお願いします。 

   具体的には、附則第２項及び第３項を追加し、延滞金及び還付加算金の割合につきま

して、地方税に係る延滞金及び還付加算金の利率が引き下げられたことに鑑み、各年の

特例基準割合が年７.３％の割合に満たない場合には、その年中においては、まず年１

４.５％の割合のものにあっては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年

７.３％を加算した割合とし、また年７.３％の割合のものにあっては、当該特例基準割

合に年１％を加算した割合とするものであります。 

   なお、第３項の還付加算金につきましても、特例基準割合とするものであります。 

   その他、条項及び字句の整理をするものでございます。 

   施行期日につきましては、平成２６年１月１日からであります。 

   議案関係資料につきましては、１６ページから１９ページでございますので、御参照

いただきますようお願いいたします。 

   続きまして、議案書１７ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４１号議案 幸田町農業集落家庭排水処理施設設置事業分担金徴収条例の一部改正

についてであります。 

   提案理由といたしましては、延滞金の見直しに伴い、必要があるからであります。 

   改正の主な概要につきましては、負担軽減の観点から延滞金を町税の取り扱いと同様

とするものであります。 

   続きまして、１８ページをお願いいたします。 

   具体的には、附則第２項を追加し、延滞金の割合につきましては、地方税に係る延滞

金の利率が引き下げられたことに鑑み、各年の特例基準割合が年７.３％の割合に満た

ない場合には、その年中においては、まず年１４.６％の割合のものにあっては、当該

特例基準割合適用年における特例基準割合に年７.３％を加算した割合とし、また年７.

３％の割合のものにあっては、当該特例基準割合に年１％を加算した割合とするもので

あります。 
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   その他、条項及び字句の整理をするものでございます。 

   施行期日につきましては、平成２６年１月１日からであります。 

   議案関係資料は２０ページから２２ページでございますので、御参照いただきますよ

うお願いいたします。 

   続きまして、議案書１９ページでございます。 

   第４２号議案 財産の取得についてでございます。 

   財産を取得するため、幸田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

   提案理由は、高規格救急自動車の取得に伴い、必要があるからでございます。 

   ２０ページをごらんいただきたいと思います。 

   物品名は、高規格救急自動車で、物品の概要は、高規格救急自動車１台であります。 

   納入場所は、幸田町大字菱池字前田４１番地１地内であります。 

   契約金額は、１,９９５万円、契約の方法は、３社による指名競争入札を７月２３日

に実施し、契約の相手方は、岡崎市上和田町字北天白８番地１、愛知トヨタ自動車株式

会社六名営業所所長 佐野真二であります。 

   議案関係資料は、２３ページから２７ページを御参照いただきたいと思います。 

   続きまして、議案書２１ページをお願いいたします。 

   第４３号議案 財産の取得についてでございます。 

   財産を取得するため、幸田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

   提案理由は、高度救命処置用資機材の取得に伴い、必要があるからでございます。 

   ２２ページをお願いいたします。 

   物品名は、高度救命処置用資機材で、物品の概要は、高度救命処置用資機材一式であ

ります。 

   納入場所は、幸田町大字菱池字前田４１番地１地内であります。 

   契約金額は、９７６万５,０００円、契約の方法は、８社による指名競争入札を７月

２３日に実施し、契約の相手方は、岡崎市青木町１番地１、株式会社名古屋医理科商会

三河営業所代表取締役 松本義彦であります。 

   議案関係資料は、２８ページから３１ページを御参照いただきますようお願いいたし

ます。 

   続きまして、補正予算関係について説明をいたします。 

   第４４号議案 平成２５年度幸田町一般会計補正予算（第２号）につきまして、補正

予算書１ページをお開きいただきたいと思います。 

   第１条、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ２億５,４８３万４,０

００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ１２４億９,３３３万４,００

０円とするものであります。 

   それでは、まず歳入からでありますけれども、主な補正内容を説明させていただきま

す。 

   補正予算説明書の８ページをごらんいただきたいと思います。 
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   １０款町税では、法人町民税法人税割におきましては、業績の好転により、２億円を

追加し、過年分におきましては、修正申告による４,５００万円を追加するものであり

ます。 

   また、固定資産税におきましては、自動車関連企業等の設備投資の増加により、償却

資産分１億８,０００万円を追加するものであります。 

   次に、６０款県支出金につきましては、認知症高齢者グループホーム整備に対する介

護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費交付金の新規計上と、農業委員会補助金、新規就

農総合支援事業補助金、観光施設費等補助金を追加するものであります。 

   次に、７０款寄附金につきましては、文化振興事業に対する社会教育費寄附金を新規

計上するものであります。 

   次に、７５款繰入金につきましては、土地取得特別会計からの繰入金の追加と今後の

教育関連施設の整備に備え教育施設整備基金の取り崩しを取りやめ、財政調整基金から

の繰入金の減額で全体の調整をするものであります。 

   １０ページをお願いいたします。 

   次に、８０款繰越金につきましては、予算現額に対し３億１,９０５万７,０００円の

超過となりましたので、その全額を追加するものであります。 

   次に、８５款諸収入につきましては、電気自動車用充電設備設置事業負担金を新規計

上するものであります。 

   続きまして、歳出でございます。 

   １２ページをごらんいただきたいと存じます。 

   まず、人件費の補正につきましては、２０款民生費、２５款衛生費、３５款農林水産

業費におきましてお願いしておりますが、内容といたしましては、人事異動に伴うもの

であります。 

   次に、１５款総務費につきましては、総務管理費におきまして、出納室の非常勤職員

の賃金を新規計上するものであります。 

   次に、２０款民生費につきましては、社会福祉費におきまして、後期高齢者医療特別

会計への繰出金の減額と認知症高齢者グループホームの整備に対する交付金を新規計上

するものであります。 

   次に、２５款衛生費につきましては、保健衛生費におきまして、前年度精算によるが

ん検診推進事業還付金を新規計上するものであります。 

   １４ページを次にお願いいたします。 

   ３０款労働費につきましては、産業振興課職員の産休に伴い非常勤職員の賃金等を新

規計上するものであります。 

   次に、３５款農林水産業費につきましては、農業費において、農地地図システム整備

業務委託料と道の駅に設置予定の電気自動車用充電設備の整備費を新規計上し、新規就

農総合支援事業補助金を追加するものであります。 

   また、農地費におきましては、農業集落排水事業特別会計繰出金を減額するものであ

ります。 

   次に、１６ページをお開きいただきますようにお願いいたします。 
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   次に、４０款商工費につきましては、大井池周辺施設改修工事費を追加するものであ

ります。 

   次に、４５款土木費につきましては、道路橋梁費におきまして、生活道路整備等工事

費を追加するものであります。 

   また、都市計画費におきまして、幸田駅前土地区画整理事業特別会計及び下水道事業

特別会計への繰出金を減額するものであります。 

   次に、５５款教育費につきましては、教育総務費におきまして、今後多額の整備費が

見込まれます町民会館等の施設改修費のために教育施設整備基金への積立金を新規計上

するものであります。 

   また、小学校費及び社会教育費におきましては、財源更正するものであります。 

   以上が、平成２５年度幸田町一般会計補正予算（第２号）の概要であります。 

   次に、第４５号議案であります。平成２５年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第

１号）についてであります。 

   補正予算書２１ページをごらんください。 

   歳入歳出それぞれ２,４７２万円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ

６,９５２万６,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書２８ページをお願いいたします。 

   歳入につきましては、前年度繰越金の追加のみであり、歳出につきましては、３０ペ

ージのとおり、一般会計繰出金を歳入と同額追加し調整をいたしました。 

   次に、第４６号議案 平成２５年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

についてであります。 

   補正予算書３３ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入歳出それぞれ６,５２６万２,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ３０億９,６３９万２,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書４０ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入につきましては、前年度繰越金の追加のみであり、歳出につきましては、４２ペ

ージをごらんいただきたいと思います。 

   枯渇している財政調整基金の積立金を歳入と同額追加し、安定した特別会計の運営の

ため積み立てをいたしました。 

   次に、第４７号議案 平成２５年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）についてであります。 

   補正予算書４５ページをお願いいたします。 

   今回の補正は歳入のみであり、歳入歳出の予算総額に変更はございません。 

   ４８ページをごらんいただきたいと思いますけれども、補正の内容といたしましては、

前年度繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額減額するものであります。 

   続きまして、第４８号議案 平成２５年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１

号）についてであります。 

   補正予算書５１ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入歳出それぞれ１,１４３万１,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出
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それぞれ１４億８４５万２,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書の５８ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入につきましては、国庫支出金と支払基金交付金及び県負担金の過年度分の精算交

付と前年度繰越金の追加により、介護給付費準備基金の取り崩しを取りやめるものであ

ります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書６０ページをごらんいただきたいと存じます。 

   諸支出金では、過年度精算により国庫支出金等の返還金を追加し、介護給付費準備基

金積立金の追加により全体の調整をするものであります。 

   続きまして、第４９号議案 平成２５年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号）についてであります。 

   補正予算書６３ページをごらんいただきたいと思います。 

   今回の補正は歳入のみであり、歳入歳出の予算総額に変更はございません。 

   補正予算説明書につきましては、６６ページをごらんいただきたいと存じます。 

   補正の内容といたしましては、前年度繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額

減額するものであります。 

   続きまして、第５０号議案 平成２５年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）についてであります。 

   補正予算書の６９ページをごらんいただきたいと存じます。 

   今回の補正は歳入のみでありまして、歳入歳出の予算総額に変更はございません。 

   補正予算説明書につきましては、７２ページをごらんいただきたいと思います。 

   補正の内容といたしましては、前年度繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額

減額するものであります。 

   続きまして、第５１号議案 平成２５年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）についてであります。 

   補正予算書７５ページをごらんいただきたいと思います。 

   今回の補正は歳入のみであり、歳入歳出の予算総額に変更はございません。 

   補正予算説明書につきましては、７８ページをごらんいただきたいと存じます。 

   補正の内容といたしましては、前年度繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額

減額するものであります。 

   次に、決算認定に入らせていただこうと思いますけれども、認定第１号から認定第９

号までの決算認定につきましては、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第

３０条第４項の規定によりまして、本議会の認定に付するものでございます。一般会計

から順次説明申し上げます。 

   別冊の「平成２４年度各会計決算書」及び「平成２４年度決算に係る主要な施策の成

果の説明書」を順次ごらんいただければと思っております。 

   まず、認定第１号 平成２４年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定についてでござい

ます。 

   詳細につきましては、決算書及び主要な施策の成果の説明書のとおりでございます。 

   まず、決算書１７４ページをお開きいただきたいと思います。 
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   実質収支に関する調書でございますけれども、歳入決算総額１３３億７,６５９万４,

０００円、歳出決算総額１２６億１,１９９万７,０００円で、差引額７億６,４５９万

７,０００円となりました。 

   ２４年度につきましては、繰越明許費による翌年度へ繰り越しすべき財源が１億２,

７５４万円ありましたので、実質収支額につきましては、６億３,７０５万７,０００円

となっております。 

   決算額の増減の大きな費目について説明をさせていただきます。 

   まず、歳入の問題でありますけれども、決算書の１８ページから全体には６９ページ

まで、それから主要な施策の成果の説明書におきますと、２１ページからをごらんいた

だきたいと思います。 

   平成２４年度の税収総額は７５億１,７０３万１,０００円で、前年度比１億３,９３

４万４,０００、１.８％の減収となりました。 

   決算書の１８ページからをお願いいたします。 

   まず、１０款の町税では、町民税個人分は、税制改正などにより若干の増加がありま

したが、法人分につきましては、自動車関連企業を初めとする主要企業の業績が円高や

タイの洪水などの影響により、前年度比２,５９３万円、３.９％の減収となりました。

町民税全体では、２８億７,７７５万３,０００円で、前年度比９,７６７万４,０００円、

３.５％の増収となっております。 

   固定資産税につきましては、家屋分は評価がえなどにより、１億３,９１６万２,００

０円、１０.４％の減収となり、償却資産分につきましても、設備投資の抑制から１億

６９万９,０００円、６.２％の減収となっております。固定資産税全体では、４０億１,

８４８万７,０００円で、前年度比２億２,０５０万円、５.２％の減収となりました。 

   そのほか、軽自動車税、たばこ税、入湯税、都市計画税につきましては、総額で６億

２,０７９万１,０００円となり、１,６５１万８,０００円の減収となっております。 

   次に、２０ページからをごらんいただきたいと思いますけれども、１５款の地方譲与

税につきましては、１億３,６９６万６,０００円で、自動車重量譲与税の減により、前

年度に比べ６.２％の減となりました。 

   次に、２２ページからをごらんいただきたいと思いますけれども、２０款の利子割交

付金から３０款の自動車取得税交付金までの各種交付金につきましては、景気の若干の

回復により、前年度並み、または微増傾向となり、交付額は総額で５億３,２３０万７,

０００円となり、前年度に比べ２,２８７万３,０００円の増加となりました。 

   次に、２６ページからをごらんいただきたいと思いますが、３３款の地方特例交付金

につきましては、自動車取得税減税に対する減収分の補てん分と、子ども手当のための

特例交付金が廃止されたことにより、３,３２０万４,０００円となり、前年度に比べ６

９.９％の減となっております。 

   ３５款の地方交付税につきましては、全額が特別交付税で、外国人住民に係る住民基

本台帳システム改修や経済危機対応などによる５,０５８万４,０００円が交付されてお

ります。 

   次に、２８ページをごらんいただきたいと思います。 
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   ４０款の交通安全対策特別交付金につきましては、５８８万１,０００円で、ほぼ前

年度並みとなりました。 

   ４５款の分担金及び負担金につきましては、保育料保護者負担金と養護老人ホームの

入所に係る本人及び扶養義務者負担金が主なもので、１億９,６８２万５,０００円で、

保育園実施児童の増加による保育料保護者負担金の増により前年度に比べ５.９％の増

となっております。 

   ５０款の使用料及び手数料につきましては、じん芥処理手数料、公営住宅使用料、駐

車場使用料が主なもので、２億３,７７２万７,０００円で、じん芥処理手数料の減少な

どにより前年度に比べ１.８％の減となっております。 

   次に、３４ページからをごらんいただきたいと思いますけれども、５５款国庫支出金

につきましては、９億８,１２９万６,０００円で、前年度比４３.５％の減となりまし

た。 

   主な要因といたしましては、子ども手当負担金や社会資本整備総合交付金の減による

ものであります。 

   ４０ページからを次にお願いいたします。 

   ６０款の県支出金につきましては、５億７,５８８万３,０００円で、７.８％の減と

なりました。 

   主な要因は、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金、子宮頸がん等ワクチン接

種緊急促進臨時特例基金事業補助金の減によるものであります。 

   ５０ページから次をお願いいたします。 

   ６５款財産収入につきましては、１,９９４万６,０００円で、土地の貸し付け、基金

の利子、不動産の売り払いが主なものであります。 

   ７０款寄附金につきましては、２１１万５,０００円で、文化振興事業等のための指

定寄附採納分であります。 

   次に、５４ページからをお願いいたします。 

   ７５款繰入金につきましては、１５億７,４６１万６,０００円で、前年度比７.３％

の減となりました。 

   その要因といたしましては、相見駅開業により都市施設整備基金からの繰入金の大幅

な減と、財源不足により財政調整基金からの繰入金の大幅な増があったためであります。 

   ５６ページであります。 

   次に、８０款の繰越金につきましては、６億７,２２２万２,０００円となり、前年度

比２億７,１５８万６,０００円の減となりました。 

   次に、８５款の諸収入につきましては、預託回収金、保育所、小・中学校の給食費実

費徴収金など他の費目に属さない収入金でありますが、ほぼ前年度並みの総額で、４億

７,４９９万１,０００円となりました。 

   次に、６８ページをごらんいただきたいと思います。 

   ９０款の町債につきましては、３億６,５００万円で、９,０００万円の減となりまし

た。２４年度は、国営かんがい排水を初め新駅周辺開発、防災行政無線デジタル化整備

のための借り入れを行ったものであります。 
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   次に、歳出について主なものについて説明申し上げます。 

   歳出につきましては、その概要を性質別に説明させていただきたいと思いますので、

主要な施策の成果の説明書の１４・１５ページをお開きいただきたいと思います。 

   まず、性質別の義務的経費でありますが、人件費は全体で３１億８５２万８,０００

円となり、１.７％の増であります。これは、勧奨退職者の増による退職手当組合負担

金の増や職員増による職員給与の増などであります。 

   次に、扶助費につきましては、１５億９,３８１万１,０００円で、１.７％の増とな

りました。これは、障害者福祉サービス費等の増加により増額となったことによるもの

であります。 

   次に、公債費でありますけれども、１２億３,２５８万円で、２.８％の増となりまし

た。これは、２０年度に借り入れした幸田中央公園整備や学校給食センター移転改築の

償還が始まったことによるものであります。 

   次に、物件費は１９億４,７７２万２,０００円で、６.４％の減となりました。これ

は、子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種や日本脳炎予防接種の減少や職

員用パソコン購入費の減が主なものとなっております。 

   次に、維持補修費につきましては、２億３,８３７万４,０００円で、１１.８％の増、

補助費等につきましては、１４億３,８１５万７,０００円で、４.５％の増となりまし

た。 

   次に、積立金につきましては、利子分のみの積み立てとなり、１,５３４万円で、３

６.３％の減となりました。 

   次に、普通建設事業につきましては、１７億３,２５７万８,０００円で、前年度と比

べ５０.１％の減となりました。 

   主なものとしては、国庫補助事業分として、防災行政無線デジタル化整備事業、相見

駅周辺整備事業、豊坂小学校大規模改造事業などを実施いたしました。また、国庫補助

事業以外の単独事業では、国営かんがい排水事業、相見駅建設及び自由通路設置事業、

岡崎市一般廃棄物中間処理施設建設負担金などを実施しました。 

   なお、平成２４年度につきましては、わしだ保育園増築・大規模改修事業で１億６,

５００万円、舗装路面性状調査事業で５５０万円、坂崎野場１号線舗装改良事業で２,

７００万円、幸田小学校大規模改造事業で１,０００万円、幸田中学校大規模改造事業

で４,７００万円を次年度へ繰越明許いたしました。 

   次に、財政指標についてでございます。 

   主要な施策の成果の説明書１８ページをごらんいただきたいと思います。 

   まず、単年度の財政力指数でありますが、法人町民税割の増加により１.０５から１.

０７となり、０.０２ポイントの上昇となりましたが、経常収支比率につきましては、

９２.０％から９５.６％となり、３.６ポイント悪化いたしております。 

   その要因といたしましては、分子であります経常経費充当一般財源のうち人件費や扶

助費が増加し、分母である経常一般財源は税収の減が主な要因でございます。財政の硬

直化がさらに進行していることが数値にあらわれております。 

   実質公債費比率は、１０.４％から９.４％と１.０ポイントの減少となりました。こ
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れは、分母である標準財政規模が６億５,０００万円ほど増加したことにより改善した

ものであります。 

   以上が、一般会計の決算概要であります。よろしくお願いいたします。 

   次に、認定第２号、特別会計に入ってまいります。平成２４年度幸田町土地取得特別

会計歳入歳出決算認定についてでございます。 

   決算書の１７７ページから１９４ページ並びに主要な施策の成果の説明書の１２５ペ

ージからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額１億１,５９３万４,０００円、歳出決算総額９,１２１万３,０００円で、

差引額２,４７２万１,０００円であります。 

   歳入につきましては、ハッピネス・ヒル・幸田代替用地の一般会計への売り払い収入

５,０７５万２,０００円や荻字東中や横落字郷前地内の用地売り払いなどの財産収入が

主なもので、前年度対比２０.１％の減となりました。 

   歳出につきましては、荻谷小学校拡張用地の先行取得や、一般会計への繰出金が主な

ものであります。 

   次に、認定第３号 平成２４年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

きまして、決算書の１９７ページから２４２ページ並びに主要な施策の成果の説明書１

３７ページからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額３０億５,４１５万８,０００円、歳出決算総額２９億３,８８９万６,０

００円で、差引額１億１,５２６万２,０００円であります。 

   歳入につきましては、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、県支出金の増加など

により、歳入総額では、１億１,６５２万４,０００円、４％の増となりました。 

   歳出につきましては、療養諸費や後期高齢者支援金の増加などにより、歳出総額では、

７,３８６万２,０００円、２.６％の増となりました。 

   次に、認定第４号 平成２４年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

でございます。 

   決算書は２４５ページから２６８ページ並びに主要な施策の成果の説明書におきまし

ては、１５５ページからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額２億７,６２５万４,０００円、歳出決算総額が２億７,５７４万円で、

差引額は５１万４,０００円となりました。 

   歳入につきましては、保険料率の改定による保険料の増や事務費繰入金の増加により、

歳入総額では前年度対比３,５２４万９,０００円、１４.６％の増となりました。 

   歳出につきましては、後期高齢者医療システムの更新による一般管理費や、後期高齢

者納付金の増加によりまして、歳出総額で前年度対比３,５５８万９,０００円、１４.

８％の増となりました。 

   次に、認定第５号であります。平成２４年度介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてであります。 

   決算書は、２７１ページから３１０ページ並びに主要な施策の成果の説明書におきま

しては、１６３ページからをごらんいただきたいと思います。 

   歳入決算総額１３億５,０９４万２,０００円、歳出決算総額１３億３,８２２万１,０
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００円で、差引額は１,２７２万１,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、保険料の改定や被保険者数の増加によりまして、第１号被保険者

保険料が３億２,２５５万７,０００円、国県支出金及び社会保険診療報酬支払基金交付

金の総額が８億１,０６９万９,０００円、一般会計からの繰入金は２億７２８万２,０

００円となり、歳入総額では、前年度対比１億２,８３８万８,０００円、１０.５％の

増となっております。 

   歳出につきましては、介護保険サービス利用者の増や介護報酬の引き上げにより増加

した介護給付費及び審査支払手数料全体で１２億４,７７３万円、要介護認定に係る経

費として１,８４７万円、一般管理費、賦課徴収事務を合わせ１,３４０万５,０００円、

地域支援事業費として３,８０４万１,０００円などとなりまして、歳出総額で前年度対

比１億２,５３２万円、１０.３％の増となっております。 

   次に、認定第６号 平成２４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算認定であります。 

   決算書の３１３ページから３３２ページ並びに主要な施策の成果におきましては、１

７７ページからでございます。 

   歳入決算総額６億４,８９２万４,０００円、歳出決算総額６億３,６２１万２,０００

円で、差引額１,２７１万２,０００円となりました。 

   ２４年度につきましては、繰越明許費による翌年度へ繰り越すべき財源が１,１５９

万７,０００円ありましたので、実質収支額につきましては、１１１万５,０００円とな

っております。 

   歳入につきましては、主な内訳は、都市計画道路整備に係る国・県支出金が３億１,

９９０万３,０００円、一般会計からの繰入金が１億２,０００万円、繰越金が６４１万

８,０００円、町債が２億２６０万円となり、歳入総額で前年度対比８,９８１万円、１

６.１％の増となっております。 

   歳出につきましては、人件費を初めとする総務管理費として１,７９４万５,０００円、

移転補償費等の土地区画整理事業費が６億６２１万４,０００円となりまして、歳出総

額で前年度対比８,３５１万６,０００円、１５.１％の増となりました。 

   次に、認定第７号 平成２４年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

でございます。 

   決算書３３５ページから３５４ページ並びに主要な施策の成果の説明書１８５ページ

からをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額３億７,１７９万４,０００円、歳出決算総額３億６,３９１万円で、差

引額７８８万４,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、新規加入者の増加により受益者分担金が１,２０４万５,０００円、

排水処理施設使用料が８,３８０万９,０００円、繰越金が５９４万円、一般会計からの

繰入金が２億７,０００万円となりまして、歳入総額で前年度対比１,２４９万３,００

０円、３.４％の増となりました。 

   歳出につきましては、職員１人分人件費を初めとする総務管理費１,５１７万２,００

０円のほか、維持管理費として処理場の施設管理、保守点検委託料及び管路等の維持補
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修を行い１億８,３９８万３千円、公債費は１億６,４７５万５,０００円となり、歳出

総額で前年度対比１,０５５万円、３％の増となりました。 

   次に、認定第８号であります。平成２４年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定についてであります。 

   決算書の３５７ページから３８０ページ、主要な施策につきましては、１９３ページ

からをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額５億８,７３３万４,０００円、歳出決算総額５億７,８４０万７,０００

円で、差引額８９２万７,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、受益者負担金は６７９万７,０００円、下水道使用料は、新規接

続増加により２億１,３５７万６,０００円、国庫支出金は事業費の減により７８０万円、

一般会計からの繰入金は３億４,０００万円、町債を９７０万円借り入れし、歳入総額

で前年度対比５,４８２万円、８.５％の減となりました。 

   歳出につきましては、職員５人分の人件費を初めとする総務管理費５,４０８万１,０

００円のほか、浄化センター利用に伴う汚水処理費負担金などの維持管理費が１億２,

６２５万４,０００円、下水道建設事業費は相見処理分区の整備費が減少となりまして

６,５９２万円、公債費は３億３,２１５万２,０００円となり、歳出総額で前年度対比

５,４３５万７,０００、８.６％の減となりました。 

   平成２４年度末の整備状況は、単独公共下水道区域が整備済み面積１３４.５ヘクタ

ール、管渠延長が４万６,０２０.７メートル、流域関連公共下水道区域が整備済み面積

が４３０.１ヘクタール、管渠延長１１万５,９３０.３メートルとなりました。下水道

普及率は６９.２％となり、前年度末から０.５％の伸びとなっております。 

   最後に、認定第９号 平成２４年度幸田町水道事業会計の利益の処分及び決算認定に

ついてでございます。 

   決算書３９３ページから４２９ページ並びに主要な施策の成果の説明書におきまして

は、２２３ページからでございます。 

   収益的収入及び支出につきましては、営業収益など６億７,１５１万４,０００円の収

入に対し、営業費用など６億４,３３６万６,０００円を支出した結果、２,８１４万８,

０００円の収支差し引きとなりました。 

   なお、損益計算上の当期純利益は２,３８９万６,０００円となり、前年度繰越利益剰

余金を加え、６,２４３万８,０００円の未処分利益剰余金となりました。 

   このうち剰余金処分計算書（案）に示したとおり、減債積立金に７,０８４万円を、

建設改良積立金に１,５００万円を積み立て、残高４,０３５万４,０００円を翌年度繰

越利益剰余金として繰り越す予定をしております。 

   また、資本的収入及び支出につきましては、工事負担金収入等に対しまして建設改良

費等を支出した結果、収支差し引き１億２,７５３万３,０００円の不足となり、これは、

減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに損益勘定留保資金

で補てんをいたしました。 

   以上、平成２５年第３回幸田町議会定例会に提案いたしました単行議案５件、補正予

算８件、決算認定９件につきまして提案理由の説明をさせていただきました。慎重に審
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議の上、全議案とも可決・承認賜りますようお願い申し上げます。 

   ありがとうございました。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

   ここで、１０分間休憩とします。 

                             休憩 午前１１時０４分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時１４分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────○─────────────── 

  日程第７ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第７、決算審査意見の報告を行います。 

   羽根渕保博監査委員から、決算審査意見の報告をお願いいたします。 

   監査委員。 

〔監査委員 羽根渕 保博君 登壇〕 

○監査委員（羽根渕 保博君） 御指名でございますので、報告をさせていただきます。 

   去る７月３０日から８月８日まで実質７日間にわたり行いました平成２４年度の決算

審査の結果について申し上げます。 

   平成２４年度幸田町一般会計・各特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況並びに水道

事業会計決算の審査に当たっては、町長から提出された決算書、決算に関する附属資料、

証書類及び各課等から提出された資料等を照合し、あわせて関係職員の説明を求め聴取

するとともに、定期監査、例月出納検査等の結果も参考とし、計数の正確性、事務処理

の正否、予算執行上の適否等について審査を実施いたしました。 

   審査の結果につきましては、審査に付された各会計の歳入歳出決算書等は、いずれも

関係法令に準拠して作成されており、計数は正確であり、予算の執行はおおむね適正で

あると認められました。 

   審査の総括的意見といたしましては、お手元に配付させていただきました決算審査意

見書の１８ページ、第６「むすび」に記載させていただいておりますので、ごらんいた

だきたいと存じます。 

   それでは、その朗読をもって報告にかえさせていただきます。 

   第６ むすび 

   平成２４年度幸田町一般会計、各特別会計、基金運用状況及び水道事業会計の決算審

査の概要は前述のとおりであり、ここに総括的な意見を付して、本審査のむすびとする。 

   平成２４年度の決算における一般会計と各特別会計の決算総額は、歳入１９７億８,

１９４万円、歳出１８８億３,４６０万円で、前年度と比較し歳入１１億７,１３８万円

（５.６％）、歳出１３億８５９万円（６.５％）とおのおの減少となっている。 

   歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は９億４,７３４万円で、翌年度へ

繰り越す財源の１億３,９１４万円を差し引いた実質収支は８億８２０万円の黒字、単

年度収支においても８０２万円の黒字となっている。 
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   一般会計の歳入は、総額１３３億７,６５９万円で、前年度と比較し１５億４６９万

円の減少となっている。町税全体では７５億１,７０３万円、前年度と比較し１億３,９

３４万円（１.８％）の減収となった。町民税については、個人町民税が税制改正等に

より前年度と比較して１億２,３６０万円の増となり、全体で９,７６７万円の増加とな

っている。固定資産税については、償却資産分において引き続く設備投資の抑制で１億

７０万円の減となり、家屋分の減価と相まって、全体では２億２,０５０万円の減収と

なっている。 

   町税以外で減少となった主な科目は、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出金、県

支出金及び繰入金などである。中でも、国庫支出金が７億５,５２４万円、繰入金が１

億２,４０４万円の大幅なっている。 

   減少の要因として、国庫支出金については、社会資本整備総合交付金、子ども手当負

担金の減、県支出金については、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金、緊急雇

用創出事業費補助金の減、繰入金については、相見駅が開業したことに伴い、都市施設

整備基金が減となったことによるものである。 

   一方、増加となった主な科目は、自動車取得税交付金、分担金及び負担金、地方消費

税交付金及び配当割交付金などであった。 

   一般会計の歳出は、総額１２６億１,２００万円で、前年度と比較し１５億９,７０７

万円の減少となっている。 

   主な増減要因を歳出目的別に見ると、減少した費目は、相見駅建設及び自由通路設置

事業や職員用パソコン購入等の終了により総務費で２０億２,８６８万円の減、緊急雇

用創出事業補助金の終了等に伴い労働費で８,７２１万円の減、駅前再開発事業の工事

費、公有財産購入費、相見駅周辺開発整備事業の工事費の減により土木費で１億１,１

０２万円の減少となった。 

   次に、増加した費目は、介護保険特別会計への繰出金の増、わしだ・大草保育園用地

取得などにより民生費で１億６,１６８万円の増、岡崎市一般廃棄物中間処理施設建設

負担金により衛生費で５,５２８万円の増、国営かんがい排水事業負担金等により農林

水産業費で２億７,０２９万円の増、防災行政無線デジタル化整備により消防費で４,３

７１万円の増、豊坂小学校地震補強・大規模改造、小学校扇風機設置等で教育費は８,

７５６万円の増などが主なものとなっている。 

   特別会計全体では、歳入総額６４億５３４万円、歳出総額６２億２,２６０万円で、

歳入３億３,３３１万円（５.５％）、歳出２億８,８４８万円（４.９％）とおのおの増

加となっている。 

   土地取得特別会計は、歳入５６７万円（５.１％）、歳出１,４００万円（１８.

１％）とおのおの増加となった。歳入では、一般会計への用地売払収入が、歳出では一

般会計への繰出金が主なものとなっている。 

   国民健康保険特別会計は、歳入１億１,６５２万円（４.０％）、歳出７,３８６万円

（２.６％）とおのおの増加している。歳入では、前年の所得が減少したことにより、

国民健康保険税は１,４０３万円（１.６％）減少したが、療養給付費等交付金、前期高

齢者交付金、県支出金が増加となった。歳出では、保険給付費が年々増加し、後期高齢
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者支援金、介護納付金、共同事業拠出金が増加となった。国保加入世帯は２３世帯（０.

４９％）の増、被保険者は３０人（０.３４％）と増加している。 

   後期高齢者医療特別会計は、歳入３,５２５万円（１４.６％）、歳出３,５５９万円

（１４.８％）とおのおの増加となった。被保険者は１０２人（３.２％）増加している。 

   介護保険特別会計は、歳入１億２,８３９万円（１０.５％）、歳出１億２,５３２万

円（１０.３％）とおのおの増加した。新基準額保険料を引き上げたことにより、介護

保険料が４,１４５万円増加となった。 

   幸田駅前土地区画整理事業特別会計は、歳入８,９８１万円（１６.１％）、歳出８,

３５２万円（１５.１％）とおのおの増加となった。物件移転補償費が増加したことが

主な要因となっている。 

   農業集落排水事業特別会計は、歳入１,２４９万円（３.５％）、歳出１,０５５万円

（３.０％）とおのおの増加している。歳入では、新規加入者の増により受益者分担金、

使用料がおのおの増加した。歳出では、維持管理費が増加した。処理区域内の水洗化人

口は１万２９０人、水洗化率は９６.７％、前年度と比べ０.５ポイントの増となってい

る。 

   下水道事業特別会計は、歳入５,４８２万円（８.５％）、歳出５,４３６万円（８.

６％）とおのおの減少となった。歳入では、新規接続により使用料は増加したものの、

下水道受益者負担金の新規賦課区域がなかったことにより減となった。その他、国庫補

助金、繰入金、地方債が減となった。歳出では、区画整理区域内の整備が減少したこと

により減となった。処理区域内の水洗化人口は２万３,８１１人、前年度より１,５９７

人の増、水洗化率は８８.８％で、前年度に比べ２.７ポイントの増となっている。これ

は、水洗化人口が増加したことによるものである。 

   未収金については、一般会計、国民健康保険を初めとする５特別会計にわたり、国・

県支出金を除く収入未済額の総額は４億６,７１９万円に達している。前年度と比較し

若干の減少が見られるものの、債権管理は的確に行い、未納者一人一人の状況を把握し、

きめ細かな対応をすることはもちろんであるが、厳正な措置も必要と考える。 

   水道事業会計は、前年度と比較し、年間総配水量は３.８万立方メートル（０.９％）、

年間総有収水量は９.９万立方メートル（２.２％）、年間総有収水量は７万立方メート

ル（１.７％）とおのおの増加している。総収支比率は１０３.９％（前年度１０２.

９％）、営業収支比率は１０４.１％（前年度１０３.７％）となっている。供給単価は

１４６円９９銭（前年度１４６円５８銭）、給水原価は１４７円１６銭（前年度１４７

円４０銭）となっている。総収益は２.４％、総費用は１.５％とおのおの増加し、最終

純利益は６０９万円の増で、２,３９０万円となっているが、近年、有収率が若干低下

している傾向が見受けられるため、原因の調査と対策も必要である。安定かつ良質な水

の供給に向け、インフラ整備、機能強化等を計画に推進されたい。 

   主要な財政指標の状況については、単年度財政力指数が１.０７（前年度比０.０２ポ

イント増）、経常収支比率は９５.６％（前年度比３.６ポイントの増）と年々悪化して

いるため、義務的経費の抑制を図りつつ比率の推移を注視していく必要がある。 

   実質収支比率は８.０％（前年度比１.２ポイント減）、公債費比率は９.４％（前年
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度比１.０ポイント減）で、前年度と比較し若干の改善はされたが、依然と高水準にあ

る。今後も、引き続き世帯間負担のバランスも考慮した計画的な起債額の抑制に努めら

れたい。また、水道事業会計における経常収支比率は、前年度より０.９ポイント上昇

した。 

   以上を総括し、平成２４年度は、個人町民税、たばこ税、軽自動車税の増収があった

反面、固定資産税の落ち込みが続いており、歳入不足を補うために基金の大幅な取り崩

しを行うなど、厳しい財政運営を強いられた決算であったと思われる。 

   昨年末の政権交代から、いわゆるアベノミクスと呼ばれる経済政策が世界の注目を集

め、社会経済のグローバル化がますます進展する中、世界経済の動向に地方財政も大き

な影響を受ける時代となった。 

   本町職員においても、おのおのの職務における問題意識を常に持つとともに、全体の

スキルを高め、総力を結集して、地方自治法第１条の２第１項で定められた地方公共団

体の存立目的と役割を果たすため、より効率的・効果的な事務事業の執行を図り、住民

サービスの向上はもとより、持続可能なまちづくりに一層の努力をされたい。 

   平成２５年８月８日 

                           幸田町監査委員 羽根渕保博 

                           幸田町監査委員 内田  等 

   以上、簡単でありますが、報告とさせていただきます。 

〔監査委員 羽根渕 保博君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） 以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   本日は、これにて散会いたします。 

   次回は、９月４日水曜日午前９時から開きますので、よろしくお願いいたします。 

   ここで、１点連絡を申し上げます。 

   議会広報特別委員会を本日午前１１時４０分から第１委員会室で開催しますので、委

員の方は御出席をお願いいたします。 

   以上であります。 

   御苦労さまでした。 

                             散会 午前１１時３１分 
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   地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する 

             平成２５年９月２日 

                    議  長  大 嶽   弘 

                    議  員  中 根 久 治 

                    議  員  都 築 一 三 
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